
 

別表（第８条の４関係） 

 １ 平成８年４月１日から平成18年３月31日までの間の基礎在職期間における職員

の区分についての表 

第１号区分 １ 平成８年４月１日から平成16年３月31日までの間において適用

されていた一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95

号。以下「平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法」

という。）の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表９号俸の

俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの 

２ 平成16年４月１日から平成18年３月31日までの間において適用

されていた給与規程（以下「平成16年４月以後平成18年３月以前

の給与規程」という。）の指定職基本給表の適用を受けていた者

で同表９号給の基本給月額以上の基本給月額を受けていたもの 

第２号区分 １ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の指定職俸

給表の適用を受けていた者で同表４号俸から８号俸までの俸給月

額を受けていたもの 

２ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の指定職基本給

表の適用を受けていた者で同表４号給から８号給までの基本給月

額を受けていたもの 

３ 平成16年４月１日から平成18年３月31日までの間に役員であっ

た者で平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の指定職基

本給表４号給から８号給までに相当する基本給月額を受けていた

もの（当該役員であった期間が第６条の２第２項第５号に掲げる

期間に含まれる場合に限る。） 

第３号区分 １ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の指定職俸

給表の適用を受けていた者で同表１号俸から３号俸までの俸給月

額を受けていたもの 

２ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の指定職基本給

表の適用を受けていた者で同表１号給から３号給までの基本給月

額を受けていたもの 

第４号区分 １ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級で

あったもの 

２ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の一般職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったも

の 

３ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもののうち学長が認めるもの 

 



 

 ４ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級であ

ったもののうち学長が認めるもの 

第５号区分 １ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級で

あったもの 

２ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の一般職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったも

の 

３ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもののうち学長が認めるもの（第４号区分の項第３号に掲

げる者を除く。） 

４ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級であ

ったもののうち学長が認めるもの（第４号区分の項第４号に掲げ

る者を除く。） 

５ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもののうち学長が認めるもの 

６ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもののうち学長が認めるもの 

７ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもののうち学長が認めるもの 

８ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもののうち学長が認めるもの 

第６号区分 １ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が９級で

あったもの 

２ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の一般職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が９級であったも

の 

 



 

 ３ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもの（第４号区分の項第３号及び第５号区分の項第３号に

掲げる者を除く。） 

４ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級であ

ったもの（第４号区分の項第４号及び第５号区分の項第４号に掲

げる者を除く。） 

５ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもののうち学長が認めるもの（第５号区分の項第５号に掲

げる者を除く。） 

６ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもののうち学長が認めるもの（第５号区分の項第６号に掲げ

る者を除く。） 

７ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもののうち学長が認めるもの（第５号区分の項第７号に掲

げる者を除く。） 

８ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもののうち学長が認めるもの（第５号区分の項第８号に掲げ

る者を除く。） 

９ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が８級で

あったもの 

10 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の医療技術職基

本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が８級であっ

たもの 

11 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が７級で

あったもの 

12 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の看護職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が７級であったも

の 

 



 

第７号区分 １ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が８級で

あったもの 

２ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の一般職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が８級であったも

の 

３ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもののうち学長が認めるもの 

４ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもののうち学長が認めるもの 

５ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもの（第５号区分の項第５号及び第６号区分の項第６号に

掲げる者を除く。） 

６ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもの（第５号区分の項第６号及び第６号区分の項第５号に掲

げる者を除く。） 

７ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもの（第５号区分の項第７号及び第６号区分の項第７号に

掲げる者を除く。） 

８ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもの（第５号区分の項第８号及び第６号区分の項第８号に掲

げる者を除く。） 

９ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級又

は７級であったもの 

10 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の医療技術職基

本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級又は７

級であったもの 

11 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級で

あったもの  

12 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の看護職基本給

 



 

 表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの

第８号区分 １ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が７級で

あったもの 

２ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の一般職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が７級であったも

の 

３ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級で

あったもののうち学長が認めるもの 

４ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の技能職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったも

ののうち学長が認めるもの 

５ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもの（第７号区分の項第３号に掲げる者を除く。） 

６ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもの（第７号区分の項第４号に掲げる者を除く。） 

７ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級で

あったもののうち学長が認めるもの 

８ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であ

ったもののうち学長が認めるもの 

９ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級で

あったもののうち学長が認めるもの 

10  平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育

職基本給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が

３級であったもののうち学長が認めるもの 

11 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもののうち学長が認めるもの 

12 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の医療技術職基

本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級であっ

たもののうち学長が認めるもの 

 



 

 13 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもの 

14 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の看護職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級であったも

の 

第９号区分 

 

１ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級で

あったもの 

２  平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の一般

職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級で

あったもの 

３ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級で

あったもの（第８号区分の項第３号に掲げる者を除く。） 

４ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の技能職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったも

の（第８号区分の項第４号に掲げる者を除く。） 

５ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級で

あったもの 

６ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であ

ったもの 

７ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級で

あったもの（第８号区分の項第７号に掲げる者を除く。）又はそ

の属する職務の級が２級であったもののうち学長が認めるもの 

８ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であ

ったもの（第８号区分の項第８号に掲げる者を除く。）又はその

属する職務の級が２級であったもののうち学長が認めるもの 

９ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級で

あったもの（第８号区分の項第９号に掲げる者を除く。）又はそ

の属する職務の級が２級であったもののうち学長が認めるもの 

10 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であ

 



 

 ったもの（第８号区分の項第10号に掲げる者を除く。）又はその

属する職務の級が２級であったもののうち学長が認めるもの 

11 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級で

あったもの（第８号区分の項第11号に掲げる者を除く。） 

12 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の医療技術職基

本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が５級であっ

たもの（第８号区分の項第12号に掲げる者を除く。） 

13 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級で

あったもの 

14 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の看護職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったも

の 

第10号区分 

 

１ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級又

は５級であったもの 

２  平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の一般

職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級又

は５級であったもの 

３ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の行政職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級又

は５級であったもの及びその属する職務の級が３級であったもの

のうち学長が認めるもの 

４ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の技能職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級又は５級で

あったもの及びその属する職務の級が３級であったもののうち学

長が認めるもの 

５ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級で

あったもの 

６ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（一）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であ

ったもの 

７ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級で

あったもののうち学長が認めるもの（第９号区分の項第７号に掲

げる者を除く。） 

 



 

 ８ 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であ

ったもののうち学長が認めるもの（第９号区分の項第８号に掲げ

る者を除く。） 

９ 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の教育職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級で

あったもののうち学長が認めるもの（第９号区分の項第９号に掲

げる者を除く。） 

10 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の教育職基本給

表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であ

ったもののうち学長が認めるもの（第９号区分の項第10号に掲げ

る者を除く。） 

11 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（二）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級又

は４級であったもの 

12 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の医療技術職基

本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級又は４

級であったもの 

13 平成８年４月以後平成16年３月以前の一般職給与法の医療職俸

給表（三）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級で

あったもの又は２級であったもののうち学長が認めるもの 

14 平成16年４月以後平成18年３月以前の給与規程の看護職基本給

表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であったも

の又は２級であったもののうち学長が認めるもの 

第11号区分 第１号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しな

いこととなる者 

 

 



 

２ 平成１８年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表 

第１号区分 

 

 平成18年４月１日以後適用されている給与規程（以下「平成18年

４月以後の給与規程」という。）の指定職基本給表の適用を受けて

いた者で同表６号給の基本給月額以上の基本給月額を受けていたも

の 

第２号区分 １ 平成18年４月以後の給与規程の指定職基本給表の適用を受けて

いた者で同表１号給から５号級までの基本給月額を受けていたも

の 

２ 平成18年４月１日以後において役員であったもので平成18年以

後の給与規程の指定職基本給表１号給から５号給までに相当する

基本給月額を受けていたもの（当該役員であった期間が第６条の

２第２項第５号に掲げる期間に含まれる場合に限る。） 

第３号区分 平成18年４月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けてい

た者でその属する職務の級が10級であったもの 

第４号区分 １ 平成18年４月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が９級であったもの 

２ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（一）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が５級であったもののうち学

長が認めるもの 

第５号区分 １ 平成18年４月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が８級であったもの 

２ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（一）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が５級であったもののうち学

長が認めるもの（第４号区分の項第２号に掲げる者を除く。） 

３ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（二）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち学

長が認めるもの 

４ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（三）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち学

長が認めるもの 

第６号区分 １ 平成18年４月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が７級であったもの 

２ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（一）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの（第４号

区分の項第２号に掲げる者又は第５号区分の項第２号に掲げる者

を除く。） 

 



 

 ３ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（二）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち学

長が認めるもの（第５号区分の項第３号に掲げる者を除く。） 

４ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（三）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち学

長が認めるもの（第５号区分の項第４号に掲げる者を除く。） 

５ 平成18年４月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が８級であったもの 

６ 平成18年４月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が７級であったもの 

第７号区分 １ 平成18年４月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が６級であったもの 

２ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（一）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち学

長が認めるもの 

３ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（二）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの（第５号

区分の項第３号に掲げる者又は第６号区分の項第３号に掲げる者

を除く。） 

４ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（三）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの（第５号

区分の項第４号に掲げる者又は第６号区分の項第４号に掲げる者

を除く。） 

５ 平成18年４月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が６級又は７級であったもの 

６ 平成18年４月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が６級であったもの 

第８号区分 １ 平成18年４月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもの 

２ 平成18年４月以後の給与規程の技能職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する級が５級であったもののうち学長が認めるも

の 

３ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（一）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が４級であったもの（第７号

区分の項第２号に掲げる者を除く。） 

 



 

 ４ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（二）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が３級であったもののうち学

長が認めるもの 

５ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（三）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が３級であったもののうち学

長が認めるもの 

６ 平成18年４月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が５級であったもののうち学長

が認めるもの 

７ 平成18年４月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が５級であったもの 

第９号区分 １ 平成18年４月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が４級であったもの 

２ 平成18年４月以後の給与規程の技能職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する級が５級であったもの（第８号区分の項第２

号に掲げる者を除く。） 

３ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（一）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの 

４ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（二）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの（第８号

区分の項第４号に掲げる者を除く。）又はその属する職務の級が

２級であったもののうち学長が認めるもの 

５ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（三）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が３級であったもの（第８号

区分の項第５号に掲げる者を除く。）又はその属する職務の級が

２級であったもののうち学長が認めるもの 

６ 平成18年４月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が５級であったもの（第８号区

分の項第６号に掲げる者を除く。） 

７ 平成18年４月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が４級であったもの 

第10号区分 １ 平成18年４月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級であったもの 

２ 平成18年４月以後の給与規程の技能職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する級が４級であったもの又は職務の級が３級で

あったもののうち学長が認めるもの 

 



 

 

 ３ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（一）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が２級であったもの 

４ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（二）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が２級であったもののうち学

長が認めるもの（第９号区分の項第４号に掲げる者を除く。） 

５ 平成18年４月以後の給与規程の教育職基本給表（三）の適用を

受けていた者でその属する職務の級が２級であったもののうち学

長が認めるもの（第９号区分の項第５号に掲げる者を除く。） 

６ 平成18年４月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受

けていた者でその属する職務の級が３級又は４級であったもの 

７ 平成18年４月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けて

いた者でその属する職務の級が３級であったもの又はその属する

職務の級が２級であったもののうち学長が認めるもの 

第11号区分 第１号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しない

こととなる者 

 


